
平成２２年３月から労働者派遣事業報告書の
と が変わります。

※ 労働者派遣事業報告書とは、労働者派遣法第２３条第１項に基づき、毎年度、派遣元事業主の方から
労働者派遣事業の状況を事業所ごとにご報告いただいているものです。

様式 報告期限

変更点① 様式

○ 変更内容
従来からの報告内容のうち、

「６月１日現在」の状況は、新たな様式（第１１号－２様式）でご報告いただ
くことになります。 ⇨ 報告様式が１種類から２種類になります。

○ 適用
決算月が 平成２２年４月 の派遣元事業主の方から適用されます。

旧
11号

新
11号

新
11号
－２

○ 変更内容
従来の事業年度経過後「３月以内」が次のとおりとなります。
★ 労働者派遣事業報告書

年度報告（第１１号様式）・・・・・・・ 事業年度経過後１月以内
６月１日現在の状況報告（第１１号－２様式）・・６月３０日まで

★ 収支決算書・・・・・・事業年度経過後３月以内（従来とおり）

○ 適用
決算月が 平成２２年３月 の派遣元事業主の方から適用されます。ただし、

決算月が平成２２年２月の派遣元事業主の方は同年４月末が報告期限となります。

決算月
労働者派遣事業報告書

収支決算書
旧様式 新様式

（年度報告）
新様式(６月１日

現在報告）

２２年１月決算 ２２年４月末まで － 「２２年６月１日
現在」の状況を２
２年６月３０日ま
で

２２年４月末まで

２２年２月決算 ２２年４月末まで － ２２年５月末まで

２２年３月決算 ２２年４月末まで － ２２年６月末まで

２２年４月決算 － ２２年５月末まで ２２年７月末まで

２２年５月決算 － ２２年６月末まで ２２年８月末まで

２２年６月以降
の決算

－
事業年度経過後１月
以内

事業年度経過後３月
以内

変更点② 報告期限

◆ 決算月別の様式と報告期限 ◆
決算月別の報告様式及び報告期限は以下のとおり

です（変更前は旧様式、変更後は新様式）。

http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/doc/haken-syoukai02a-3.zip
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/doc/haken-syoukai02a-3-2.zip
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/doc/haken-syoukai02a-2.zip

